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第１条 この規程は、公益財団法人北海道消防協会定款施行細則（以下「細則」という。）第６

条の規定に基づき、正会員の弔慰見舞に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 細則第４条第１項第１号の死亡者（職務遂行中の受傷等が原因で死亡したものを含む。）

に対する弔慰金の支給は、３０万円とする。また、殉難消防員慰霊祭を毎年実施するととも

に消防殉職者遺族会の活動を支援する。 

第３条 細則第４条第１項第２号の死亡者に対する香典の支給は、１０万円とする。 

第４条 細則第４条第１項第３号の重度障害者に対する見舞金の支給は、次の区分による。 

（１）両眼の視力を失った者、両腕を失った者又は両足を失った者若しくは精神的又は肉体 

的にこれに準ずる重度障害の状態となった者に対しては、３０万円とする。 

（２） 重度障害の程度が前号に至らない場合は、５万円とする。 

第５条 細則第４条第１項第４号の傷痍見舞金の支給は、次の区分による。 

（１） 休業治療が１０日以上３０日以下の場合は、５千円とする。 

（２） 休業治療が３１日以上６０日以下の場合は、１万円とする。 

（３） 休業治療が６１日以上の場合は、２万円とする。 

２ 前項の医療には、医師の指示による柔道整腹術の治療又はこれに準ずるものを含む。 

第６条 細則第４条第１項第５号の罹災見舞金の支給は、次の区分による。 

（１） 住宅の建物延面積の７５％以上を焼損した場合は、３０万円とする。 

（２） 住宅の建物延面積の４５％以上７５％未満を焼損した場合は、１５万円とする。 

（３） 住宅の建物延面積の３０％以上４５％未満を焼損した場合は、１０万円とする。 

（４） 住宅の建物延面積の１５％以上３０％未満を焼損した場合は、６万円とする。 

（５） 住宅の建物延面積の５％以上１５％未満を焼損した場合は、４万円とする。 

（６） 住宅の建物延面積の５％未満を焼損した場合は、２万円とする。 

（７） 住宅が風水害により全壊又は全流失した場合は、１０万円とする。 

２ 前項各号の罹災見舞金は、次に掲げる被災には支給しない。ただし、理事会において特に

認めた場合はこの限りではない。 

（１） 正会員又はその家族の故意による被災 

（２） 地震又は噴火による被災 

（３） 戦争又は暴動その他事変による被災 

第７条 第２条又は第３条の事実が発生したときは、消防職員の場合は所属する消防長及び消

防団員の場合は所属する消防団長（以下「消防機関の長」という。）は、別記第１号様式「死

亡報告書（消防職員・消防団員）」により速やかに報告するものとする。 

 



 

２ 前項の事実が第２条に該当する場合は、消防機関の長は、後日、別記第２号様式「公務中

死亡事故発生報告書（消防職員・消防団員）」により報告するものとする。 

３ 会長は、消防機関の長の報告に基づき弔慰金、香典、弔電等の対応をするものとする。 

第８条 消防機関の長は、第４条の事実が発生したときは別記第３号様式「公務中重度障害事

故発生報告書（消防職員・消防団員）」、第５条の事実が発生したときは別記第４号様式「公

務中休業治療事故発生報告書（消防職員・消防団員）」、第６条の事実が発生したときは、別

記第５号様式「住宅被害発生報告書（消防職員・消防団員）」によりそれぞれ報告するものと

する。 

２ 会長は、消防機関の長の報告に基づき見舞金を支給するものとする。 

 

 

附  則 

 本規程は、昭和４２年６月１２日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、昭和５７年８月２６日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 ２ 財団法人北海道消防協会弔慰共済規程（昭和４２年６月１２日制定）は廃止する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


